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「鉱業権者が講ずべき措置事例の改正（案）について、令和５年５月２９日から６月２９日ま

で意見公募手続を実施しました。 

提出意見を考慮した結果については以下のとおりです。 

 提出意見 提出意見を考慮した結果 

１ 意見公募要領２．の「鉱業権者が講ずべき

措置事例（平成１６・１１・１９原院第１

号）」に付されたハイパーリンクがリンク

切れとなっており、意見の提出に当たり必

要な情報を確認することができない。 

「鉱業権者が講ずべき措置事例（平成１６・

１１・１９原院第１号）」に付されたハイパー

リンクを削除しました。 

２ 本意見募集は任意の意見募集として行

われているが、鉱業保安法第 35 条に基

づく鉱業の停止命令について、その要

件が「この法律又はこの法律に基づく

経済産業省令に違反したとき」とされ

ているところ、本案により改正しよう

とする「措置事例」は、この鉱業保安

法施行規則の解釈を示すものであり、

結果として同条の停止命令の処分基準

（行政手続法第２条第８号ハ）となっ

ていることから、行政手続法に基づく

法定の意見募集として実施すべきでは

ないのか。 

「鉱業権者が講ずべき措置事例」は、自主保

安の実施方策の一例（事例）であり、鉱業権

者は他の方策によって対応することも可能で

あることから、行政手続法に定める命令等に

は該当せず、任意の意見募集としました。 

 

３ 第１章３（１）及び（２）「自治体」を

「自治体等」と改めている箇所につい

て「地方公共団体等」とすべきではな

いか。 

御指摘の通り「地方公共団体等」に修正しま

す。 

４ 第８章２（１）の式「ここに」中、

「C」では「単位」のあとに１字あきが

ないが、「Q」では１字あきがある。 

御指摘の１字空きを削除するとともに、全

体の単位表記の平仄に合わせて、第８章２

（１）の式「C」における単位の表記を

「（単位㎎／m3）」に、「Q」における単位の表

記を「（単位％）」に修正します。 

 


